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社会福祉法人

帯広市社会福祉協議会
（略称：帯広市社協）

総務課・地域福祉課 ☎  21-2414
在宅福祉課 ☎  21-2677
　地域包括支援センター ☎  21-3292
地域包括支援センター帯広市社会福祉協議会（北）

☎  66-4535
　居宅介護支援事業所 ☎  20-2522
　指定訪問介護事業所・指定居宅介護事業所
 ☎  21-2677
帯広市成年後見支援センター ☎  20-3225
帯広市福祉人材バンク ☎  27-2525
母子家庭等就業・自立支援センター ☎  20-7751
帯広市幼児ことばの教室 ☎  25-9727

「成年後見制度」「日常生活自立支援事業」のこと、
出前講座 で学びませんか？

　11月27日（水）、今年度第３回目となる法人後見支援員フォ
ローアップ研修を開催しました。市民後見人として個人受任し
ている２名の方に事例発表をしていただき、活動中の苦労や被
後見人との関わりの中で感じ
る喜びなど、それぞれの想い
を共有しました。「帯広市社
協が監督人として就いている
ため相談しやすい環境」との
声も聞かれました。
　当センターでは、こうした
研修などを通して、市民後見
人の育成や活動支援に取り組
んでいます。
　私たちと一緒に活動してみ
ませんか？

　帯広市成年後見支援センターでは、権利擁護に関することを
多くの方々に知っていただくため、希望する町内会やグループ
の集まり、団体様を対象に職員が伺い「成年後見制度」や「日
常生活自立支援事業」について分かりやすく説明を行う出前講
座を実施しています。
　ご要望がある方は、ご相談ください。費用はかかりません。

　「地域交流サロン」とは、地域にお住まいの誰でも気軽に参加できる集
いの場です。地域の皆さんと集まって、おしゃべりや脳トレ、体操、レ
クリエーションなど、楽しみながら交流することで、自然と顔なじみの
輪が広がります。
　「ひとり暮らしで人と話す機会がない・・」「最近家に閉じこもりがち・・」
「近所に知り合いがいない・・」など孤独感を抱えている方はいませんか？
　心身の健康を保つためには、人との交流機会を持つことが大切です。
サロンで一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

●帯広市内のサロン数：26団体
（社協登録団体）

●活動場所：福祉センターやコミセンなど
●参加費：1回100円
●事前の参加申込は不要です
＊サロン情報は社協HPからも確認できます。

ご近所のサロンをご紹介します！
地域福祉課（21-2424）まで

ご連絡ください

▲サロンの運営スタッフを対象に連絡会を開
催。地域に持ち帰って活用できるレクリエー
ションを実践！また、茶話会を通じて、サロ
ンで盛り上がった活動や運営の悩みなどをス
タッフ同士で情報交換しました。

▲茶話会では、わいわい楽しいおしゃ
べりが止まりません。（サロンほくえい）
開催時間中はいつ来ても帰ってもOK！
都合に合わせて自由に参加できます！

社会福祉法人
帯広市社会福祉協議会 会 長　畑中　三岐子年頭のご挨拶年頭のご挨拶

　新年あけましておめでとうございます。
　皆様におかれましてはお健やかに新春
をお迎えのこととお慶び申し上げます。
また、昨年は本会に多大なるご支援とご
協力を賜り厚くお礼申し上げます。　
2025年は巳年（蛇）

　巳年は脱皮する蛇のイメージから「復活と再生」を意味し、植
物に種子ができはじめる時期、次の生命が誕生する時期など、新
しいことが始まる年になるといわれています。長いコロナ禍を経
て社会、経済が再生し、誰もが明るく活気にあふれる年となるこ
とを期待する一方、戦争や自然災害がない新たな一年となること
を祈るばかりです。
災害への備え
　昨年は、年明け早々能登半島での地震災害、また近年では異常
気象による大雨などの自然災害が頻繁に起こり、その規模は大き
くなり今後、深刻な被害を受ける人が増えてくると考えられます。

すべての市民が共に支え合い、安心して、
　　　生き活きと暮らせるまち　おびひろを　めざして

本会では帯広市及び北海道社会福祉協議会と災害救援活動の支援
に関する協定を結び、さらに災害ボランティア活動の強化として
ライオンズクラブと災害ボランティアセンター支援に関する協定
を結ぶなど、今後とも災害時における地域とのつながりの強化に
努めてまいります。
福祉総合相談
　今年は、国民の5人に1人が後期高齢者の超高齢化社会を迎え、
2025 年問題と呼ばれる様々な社会問題が発生すると予想されま
すが、老々介護・認認介護に加え、身寄りのない一人暮らしの高
齢者など複雑化、複合化した課題に応えるため、社協の強み・総
合力を生かした包括的相談を通じ適切な支援に取り組んでまいり
ます。
新たな年に向けて
　令和６年度は、第六期地域福祉実践計画の最終年度となり、今
年第七期計画の初年度を迎えます。「地域共生社会」の実現に向け、
新たな地域福祉の仕組みづくりを皆様とともに推進してまいりた
いと思いますので、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　皆様にとりまして、この一年が幸多き年になりますよう心から
お祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

はじめてのご参加大歓迎！！

健康・生きがい・仲間づくりの
きっかけに！

サロン運営のボランティアスタッフ
として一緒に活動してくれる方や、
新しくサロンを立ち上げてみたい方、

ぜひ地域福祉課まで
ご連絡ください！！

参加してみませんか？参加してみませんか？地域交流サロン地域交流サロン法人後見支援員
フォローアップ研修開催報告 



●資　　格　　介護福祉士・介護職員初任者研修修了者・帯広市生活援助員養成研修修了者
●選考方法　　書類選考及び面接
●勤務日・時間　　日曜日～土曜日、7時～ 20時のうち、ご都合に合わせて働くことができます。
●賃 金 等　　基本時給　1,030円～ 1,130円／時間（業務内容による）
　　　　　　　資格手当・経験手当・処遇改善手当 20円～ 95円／時間
　　　　　　　時間外加算（7～ 8時・18時～ 20時） 250円／時間
　　　　　　　土・日・祝日加算 250円／時間
　　　　　　　稼働実績手当（一時金）
　　　　　　　　年間の総稼働時間に430円／時間を乗じて支給（令和５年度実績）
●そ の 他　　勤務に伴う移動経費、通信費の支給
　　　　　　　ユニフォーム（被服）等の貸与、マスク・ゴム手袋等の支給

登録ホームヘルパー（パート型）募集 ◆問い合わせ／在宅福祉課
☎２１-２６７７
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　社協の活動に賛同いただき、納入いた
だく会費は、福祉のまちづくりに貢献す
ることにつながります。皆さまのご協力
をお願いいたします。

加入期間は１年間です。
（４月～翌３月）
●個人会員：１口　500円／年
●団体会員：１口 1,000 円／年
●法人会員：１口 5,000 円／年

入会期間

入会区分

在宅で生活をされている高齢者や障がいのある人の日常生活のサポートをする仕事です。

愛情銀行愛情銀行
　市民の皆さまから寄せられる寄付金品の窓口として、善意をお預かりし、地域福祉の向上のために活用しております。　市民の皆さまから寄せられる寄付金品の窓口として、善意をお預かりし、地域福祉の向上のために活用しております。
変わらぬ皆さまのあたたかいご協力、ご支援ありがとうございます。変わらぬ皆さまのあたたかいご協力、ご支援ありがとうございます。
掲載内容：令和６年10月１日～令和６年11月30日の実績（敬称省略）※個人情報保護の関係からご了解をいただいた方のみを記載しています。

▲ご寄付をされたアラヤ総合設計㈱の（左から）
坂井健社長、新谷代会長と寄付を受けた畑中三岐
子社協会長

●（一社）帯広身体障害者福祉協会 ●帯広別院仏教婦人会 ●南の森西七町内会 ●新稲田長生会
●NPO法人ほっと・ぷらっと ●西18条新和町内会 ●コロポックル帯広 ●森の子保育園
●お茶の間わいわいくらぶ ●啓西にこにこサロン ●中帯広北町内会 ●帯広市（受付） ●個人（12名）

■物品預託
【リングプル】リサイクル業者様にて換金後、益金を本会の地域福祉事業費として活用しています。

●NPO法人市民後見センターとかち ●十勝毎日新聞社 ●帯広聖公会
●帯広市（障害福祉課、収納課、受付）●個人（２名）

【使用済み切手】北海道ユニセフ協会様へ寄付し、世界の子どもたちの支援に役立てられています。

【その他】●個人（オムツ）

◆担当／総務課　☎２１－２４１４

会 員 加 入 の お 願 い会 員 加 入 の お 願 い

■金銭預託
●アラヤ総合設計株式会社 ●Group18%GRAY ●日昇車輛株式会社 ●藤寿会

◆問い合わせ／帯広市経済部商業労働室商業労働課　労働消費係　☎６５ー４１６８

帯広市季節労働者等生活資金帯広市季節労働者等生活資金
貸付制度のご案内貸付制度のご案内

　帯広市在住の季節労働者の方を対象に、当面の生活費用として資
金を貸し付けます。

市内在住の季節労働者で①～④の全ての条件を満たす人
①雇用保険受給資格者で特例一時金の支給を受けた人。または、雇
　用保険被保険者離職票、資格喪失確認通知書の発行を受けている
　求職者登録をしている人
②生計維持者で、原則、扶養家族を有する人
③就労するまでの生活が困難な人
④十勝管内居住者で、年間150万円程度の収入のある連帯保証人を
　有する人
◆返済方法…６月から１月までの８回払い
　　　　　　(但し、1月の貸付は、12月までの7回払い)
◆受付期間…令和７年1月６日（月）～5月30日（金）
貸付限度額は、一世帯150,000円まで、利率は当面の間0%です。
貸し付けは原則として、金曜日までに受付けた分を翌々週の火曜日
に現金で貸し付けします。

災害遺児の支援をしています災害遺児の支援をしています
　世帯の生計中心者が、交通事故・労働災害・天災などの災害により
死亡または重度の障がい者になられた場合に、児童の養育を引き継
がれた人に扶養手当・修学費を支給しています。

◆支給の概要
・扶養手当　児童一人につき
　　　　　 月額　1,500円（義務教育終了まで）
・修 学 費　児童一人につき
　　　　　 月額　3,000円（公立の高等学校）
　　　　　 月額　5,000円（私立の高等学校）
・入学祝金（小学校入学時） 　　　  　8,000円
・卒業祝金（高校卒業時） 　　　  　　8,000円
※支給を受けるためには、扶養者からの申請が必要です。
※申請受付は随時行っております。

◆問い合わせ/総務課　☎２１－２４１４

地域における支え合いや見守りの仕組みづくりに向けた
取り組みを支援するため、自主的な福祉活動（啓発、交流、
訪問、地域組織化、研修など）を行う町内会を対象に助成金
を交付いたします。

「助成を受けたいがよく分からない」
「福祉の活動について知りたい」など
まずはお気軽にご相談ください！
詳細は社協HPからも確認できます。

◆問い合わせ／地域福祉課　☎２１－２４１４

小地域ネットワーク活動推進事業

町内会向け助成制度
区分 対象 助成額

年間指定 単位町内会が 2か年に渡り行う事業 1万円以上 5万円まで／年間

事業指定 連合町内会、単位町内会、自治会が行う 1つの事業
＊ 1団体 1事業／年間 のみ 2万 5千円まで

出前講座 連合町内会・単位町内会・自治会が行う研修や講座等 5千円まで

　10月1日から始まりました共同募金運動には、今年も多くの市民の皆さまか
ら多額の浄財が寄せられています。また、3日間実施した街頭募金運動では、
延べ110団体361名の皆さまにボランティアとしてご協力をいただきました。
　今年度の募金受付は令和7年１月10日までとなりますので、引き続きご協力
をよろしくお願いいたします。
◆帯広市共同募金委員会 （担当：地域福祉課　☎２１ー２４１４） 令和６年11月15日現在の募金実績　（単位：円）

あたたかい善意をありがとうございます

区　分 街頭募金 町内会募金 法人募金 個人募金 職域募金 箱募金 団体募金 興行募金 学校基金 合　計
赤い羽根共同募金 455,982 2,655,046 85,000 44,990 79,707 --- --- 450 30,428 3,351,603

中間
報告


